
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

●スマートフォン・タブレットなどからは、右記QRコードからお申込ください 

（商工会議所 HPからもお申込できます） 

  

 

本セミナーでは、扶養親族に移動があった場合等、年
末調整で定額減税を扱うための月次減税・年調減税
の対象者・対応方法、税制改正を踏まえた年末調整の
実務対応について分かりやすく解説します。 

11 月11 日（月） 

14：０0～16：0０ 

〈講師プロフィール〉 

星
ほ し

 叡
ただし

 氏 

税理士法人トリプル・ウイン顧問 
税理士 行政書士 
 

駒澤大学大学院経営経済学研究科 卒業後 公認会計士事務所・税理士
事務所勤務を経て昭和５６年５月：星晴喜税理士事務所開業、実務経験を
積みながらクライアントを増やし、傍ら全国の法人会・経済団体の研修講師

としても活躍の場を広げ、現在は“誰もが避けて通れない相続”をメインテー
マにコンサルティングや講演活動を精力的に行っている。 

 

 

税制改正を踏まえて実務対応のポイントを解説

所得税の定額減税と

１.定額減税の概要 
２.給与の支払者の事務のあらまし 
３.月次・年調減税事務の手順 
４.源泉徴収表への表示  
５.住民税の取扱い 

６.令和６年度分の年末調整における 
留意事項 

年末調整

主な講座内容

制度改正等の課題解決環境整備事業

◆会場   加古川商工会議所  
4階会議室(加古川町溝之口 800) 

◆受講料 無料 (会員・非会員 問わず) 

◆定員   30 名  

◆対象   中小・小規模事業者 〈主催〉加古川商工会議所 
ＴＥＬ：079-424-3355 

11/11(月)『所得税の定額減税と年末調整の留意点』参加申込フォーム 

※申込フォームや申込サイトからご入力いただいた情報は本セミナーに関する運営にのみ利用させていただきます。 


